
建設工事における経済対策の継続について

緊急の経済対策のため、建設工事において平成２０年度内発注工事に

、 。限り入札手続き期間の短縮措置を図り 早期発注に努めてまいりました

しかし、依然として厳しい経済状況が続いていることから、引き続き

平成２１年度発注工事においても手続きの短縮と早期発注を目指して、

当面、下記の措置を適用します。

記

予定価格５千万円以上１億円未満の工事における総合評価方式につい

て、簡易型ではなく特別簡易型を適用する。

総合評価方式の適用形式〔参考〕

通 常 経済対策用措置

予定価格１億円以上 標 準 型 標 準 型

予定価格５千万円以上１億円未満 簡 易 型

特別簡易型

予定価格３千万円以上５千万円未満 特別簡易型

、 。※簡易型では公告期間が２５日間を要しますが 特別簡易型では１５日間に短縮できます

※平成２１年２月１８日以降に発注する総合評価方式に適用しています。
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